
 岐阜県多文化共生推進補助金交付要綱 

〔平成２９年３月３０日制定〕 

〔平成３１年３月２８日一部改正〕 

  〔令和２年３月１７日一部改正〕 

〔令和３年４月１日一部改正〕 

〔令和３年６月４日一部改正〕 

〔令和４年３月２４日一部改正〕 

〔令和５年●月●日一部改正〕 

 

   

（総則） 

第１条 県は、県内の在住外国人を地域社会を構成する「外国人県民」として認識し、県民

がお互いの文化や考え方を尊重するとともに、安心して快適に暮らすことのできる地域社

会（多文化共生社会）の実現を目指すため、県内の市町村等が行う多文化共生推進事業に

要する経費に対し、予算の範囲内で、岐阜県多文化共生推進補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし、その交付に関しては、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年

岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

 

 （欠格事由） 

第２条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助金の交付の対象となる事業者（以

下「補助事業者」という。）となることができない。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

次号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名

称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括す

る権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、法人以外の団

体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する

者を、個人にあってはその者及び使用人をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、

暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体（以下

「法人等」という。） 

（４） 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又

は法人等 

（５）役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用している個人又は法人等 

（６）役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等 

（７）役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係



を有している個人又は法人等 

（８）役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者である

ことを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、こ

れを利用している個人又は法人等 

（９）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする個人又は法人等 

（10）県税の滞納がある個人又は法人等 

 

（補助対象事業等） 

第３条 補助事業者、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及

び経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率並びに補助金の額は、別表１のとおり

とする。ただし、次に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。 

（１）国又は県が交付する負担金又は補助金の交付対象となった事業（別表１第５号から第

８号までに掲げる事業を除く。） 

（２）地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第５条の３第６項に規定する事項を記載し

た地方債計画上、施設整備事業（一般財源化分）の対象となる事業 

（３）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）

第２条各号に掲げる給付金の交付対象となった事業 

（４）国又は県が出資する団体等による助成対象となった事業 

（５）国道、県道等の新設工事又は改良工事により移転補償費を得て実施する事業 

（６）国庫補助事業に合併し、又は附加して施工する事業。ただし、当該事業が独立の目的・

機能を有し、国庫補助事業と明確に分けられる場合を除く。 

（７）付加機能の追加が認められない維持補修事業 

（８）毎年継続的に行われている事業 （別表１第５号から第８号までに掲げる事業を除く。） 

（９）民間団体に補助し、又は負担する事業（別表１第３号から第８号までに掲げる事業を

除く。） 

（10）政治、宗教及び営利のみを目的とする事業  

（11）その他補助することが適当でないと認められる事業 

２ 地方債を充当する事業については、地方債を充当した後の市町村負担額を基に算定した

補助金を交付する。ただし、知事が認める事業については、この限りでない。 

 

（補助金の要望等）  

第４条 補助金（別表１第１号、第２号及び第５号から第８号までに掲げる事業に係るもの

に限る。）の交付を受けようとする補助事業者は、別表２要望の欄に掲げる書類を知事に提

出するものとする。  

２ 知事は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類の審査、現地調査その他

要望等の内容に係る必要な調査を行い、これらの結果を総合的に勘案して補助対象事業を

選定し、補助事業者に内示する。  

 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助対象事業（別表１第１号、第２

号及び第５号から第８号までに掲げる事業にあっては、前条第２項の規定による内示を受



けたものに限る。）について、別表２交付申請の欄に掲げる書類を知事に提出するものと

する。  

２ 知事は、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助事業者に補助金の交付の決

定を通知する。  

 

（補助対象事業の着手時期）  

第６条 補助事業者は、原則として補助金の交付決定のあった日（以下「交付決定日」とい

う。）以後でなければ、補助対象事業に着手してはならない。ただし、知事が補助対象事

業の遂行上やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。  

２ 前項ただし書の規定により、交付決定日前に補助対象事業に着手しようとする補助事業

者は、事前着手届（別記第３号様式）を知事に提出しなければならない。  

 

（補助金の交付の条件） 

第７条 この補助金の交付決定には、次に掲げる条件が付されているものとする。 

（１）別表１に掲げるハード事業であって、補助対象事業に要する経費の配分の変更（経費

区分の相互間において、いずれか低い額の２０パ－セントを超えない増減を除く。）

をする場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

（２）補助対象事業の内容の変更（補助金の目的及び交付決定を受けた補助金の額に影響を

及ぼさない範囲の変更並びに補助対象経費の２０パーセントを超えない減額を除く。）

をする場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

（３）補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

（４）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となっ

た場合は、その旨を速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（５）補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等

仕入控除税額が確定した場合は、その確定額を速やかに知事に報告すること。 

（６）知事は、前号の規定による報告があった場合は、当該消費税等仕入控除税額の全部又

は一部に相当する額を県に納付させることができる。 

（７）別表１第３号から第５号までに掲げる事業にあっては、市町村が補助する対象者が第

２条各号に掲げるものに該当する場合は、当該補助金の交付の対象としないこと。 

２ 補助事業者が前項第１号から第３号までの規定により知事の承認を受けようとする場合

の申請書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとす

る。 

（１）前項第１号及び第２号の承認 事業変更承認申請書（別記第４号様式） 

（２）前項第３号の承認 事業中止(廃止)申請書（別記第５号様式） 

 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補助金の交

付の決定の日から１５日以内とする。 

２ 前項の取下げをする場合は、補助金交付申請取下書（別記第６号様式）を知事に提出す

るものとする。 

 



（状況報告及び立入検査等）  

第９条 知事は、補助対象事業の適正を期すために必要があるときは、補助事業者に対して

報告させ、又は事務所等に立ち入り、帳簿その他関係物件等を検査し、若しくは質問する

ことができる。 

 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき（補助対象事業の中止又は廃止の承

認を受けたときを含む。）は、別表２実績報告の欄に掲げる書類を知事に提出するものと

する。 

２ 前項に規定する書類の提出期限は、補助対象事業の完了の日（中止又は廃止の承認を受

けた場合は、当該承認を受けた日。以下同じ。）から起算して３０日を経過した日又は補

助対象事業の完了の日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日（別表１第５号から第

８号までに掲げる事業にあっては、知事が別に定める日）とする。 

 

（補助金の交付時期） 

第１１条 補助金は、規則第１４条の規定による補助金の額の確定後において交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認

める場合は、概算払により交付することができる。  

 

（補助金交付請求書） 

第１２条 補助金交付請求書の様式は、別記第９号様式（概算払により補助金の交付を受け

ようとする場合にあっては、別記第１０号様式）のとおりとする。 

 

（暴力団の排除等） 

第１３条 規則第４条の申請があった場合において、申請者が第２条の規定に該当するときは、

知事は、その者に対して、補助金を交付しないものとする。 

２ 知事が規則第５条の規定による交付の決定をした後において、当該交付の決定を受けた者

が第２条の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の規定によ

り補助金の交付の決定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、規則第１８条の規定により補

助金の返還を命ずるものとする。 

 

（財産の管理及び財産の処分の制限） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、

補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目

的に従って効率的運用を図らなければならない。 

２ 規則第２１条ただし書の知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表１及び別表２に掲げる期間とする。 

３ 規則第２１条第２号の知事の定めるものは、取得価格又は効用の増加した価格が５０万

円以上の機械及び器具とする。 

 



（書類、帳簿等の保存期間） 

第１５条 規則第２２条の知事の定める期間は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌

年度以後５年間（当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分の制限

を受ける期間が５年を超える場合にあっては、当該財産の処分の制限を受ける期間の末日

の属する年度の末日まで）とする。 

 

（補助対象事業の表示等） 

第１６条 補助事業者は、補助対象事業により整備した施設等又は作成した資料等に、県補

助金を受けて実施した旨を表示するものとする。 

２ 前項の規定による表示に要する経費は、補助対象経費とする。 

３ 表示対象、表示方法及び表示場所(以下「表示方法等」という。)は、次の表のとおりとす

る。 

 

 ハード事業 ソフト事業 

表示対象 施設整備により整備した施設備品等 作成した資料等 

表示方法 銘板、ラベル等の取付け等 チラシ、パンフレット、広報誌

への掲載等 

表示場所 不特定多数の者の通行が多い場所等

表示効果が高い場所 

紙面の許す範囲で見やすい場所 

 

４ 表示方法等の標準的な例は、別表３のとおりとする。  

５ 補助事業者は、補助対象事業により整備した施設等を、広報誌等で紹介する場合には、

県補助金を受けて実施した旨を表示するよう努めるものとする。  

 

（その他）  

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別

に定める。  

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２ 第５条の規定に関わらず、平成２９年５月末までに補助金の交付の申請があった補助対

象事業については、平成２９年４月１日から着手することができるものとする。 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２ 平成３１年５月３１日までに補助金の交付の申請があった補助対象事業（ソフト事業に

限る。）については、交付決定日前に当該事業に着手することができる。この場合において、

第５条第２項の規定は、適用しない。 

附 則 

この要綱は、令和２年度分の予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 



   附 則 

１ この要綱は、令和３年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２ 第５条の規定にかかわらず、別表１第３号に掲げる事業については、交付決定日前に当

該事業に着手することができる。 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２ 第５条の規定にかかわらず、別表１第４号に掲げる事業については、交付決定日前に当

該事業に着手することができる。 

３ 別表１第４号に掲げる事業については、令和４年４月１日前に実施するものに限り、規

則第１３条の規定による実績報告及び規則第１４条の規定による補助金の額の確定の通知

は、それぞれ規則第４条の交付の申請及び規則第５条の規定による交付の決定をもって、

これを行ったものとみなす。 

 附 則 

 この要綱は、令和５年度分の予算に係る補助金から適用する。 



別表１（第３条一第５条、第７条、第１０条関係） 

 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助金の額 補助事業者 

（１）多文化共

生の推進のた

めの施設の整

備・改修、物品

の購入、システ

ムの改修（ソフ

トウェアの開

発及び改修を

含む。）等のハ

ード事業 

左記事業の実施に必要な工事費、委託費、備品購入

費（SIM カード内蔵の翻訳機の購入に伴う当該 SIM カ

ード購入費を含む。）及び消耗品費（タブレット端末

の購入に伴う翻訳ソフトウェアの導入経費を含む。） 

次の経費は、対象外とする。 

・ 事業の実施に伴い市町村が負担する事務費等の間

接経費 

・ 用地費及び補償費 

・ 車両の購入に係る税金、保険等の経費 

・ システム改修（ソフトウェアの開発及び改修を含

む。）を伴わない、ホームページ等のコンテンツ作成

経費等 

・ 施設やシステム等の運営経費 

２分の１（知事が特に

必要と認めるときは、

３分の２）以内とし、

予算の範囲内で知事が

定める。 

 

・ 補助対象経費の実支出額

から協賛金その他の収入

額を控除した額に補助率

を乗じて得た額（１万円未

満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てた額） 

・ 同一年度内における市町

村ごとの補助限度額は、

200万円とする。 

・ 補助金の交付の下限額

は、１事業当たり 10 万円

とする。 

・県内の市町

村 

（２）多文化共

生の推進のた

めの行政情報

の多言語化、日

本語教育の充

実、在住外国人

に係る調査、外

国人防災、住民

の相互理解促

左記事業の実施に必要な翻訳・通訳料、講師、ボラ

ンティア等の交通費及び謝金、使用料及び賃借料、印

刷製本費、消耗品費、役務費、小中高校生の日本語検

定受験料助成金、事業の全部又は一部を委託する際に

必要な委託費（上記に該当する経費に限る。） 

次の経費は、対象外とする。 

・ 事業の実施に伴い市町村が負担する事務費等の間

接経費 

・ 継続的な運営・維持管理費（人件費、通信運搬費

２分の１（知事が特に

必要と認めるときは、

３分の２）以内とし、

予算の範囲内で知事が

定める。 

補助対象経費の実支出

額から参加費その他の収

入額を控除した額に補助

率を乗じて得た額（１万円

未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てた額） 

・ 同一年度内における市町

村ごとの補助限度額は、５

０万円とする。 

・県内の市町

村 



進（セミナー、

交流会、生活講

座等）等に係る

ソフト事業（新

たに実施する

ものに限る。） 

等） 

・ 備品に類する物品の購入に係る経費 

・ 飲食に係る経費（講師等のための飲料水を除く。） 

・ 補助金の交付の下限額

は、１事業当たり５万円と

する。 

（３）厚生労働

大臣の許可を

受けた労働者

派遣事業者（外

国人を雇用す

る事業者に限

る。）が実施す

る送迎用車両

への新型コロ

ナウイルス感

染予防対策に

要する経費に

対し市町村が

補助する事業 

 左記事業の実施に必要な補助金（消費税及び地方消

費税相当額を除く。） 

 

２分の１以内とし、予算

の範囲内で知事が定め

る。 

 

・ 補助対象経費の実支出額

から協賛金その他の収入額

を控除した額に補助率を乗

じて得た額（１万円未満の端

数が生じた場合は、これを切

り捨てた額） 

 

・ 県内の市

町村のう

ち知事が

別に定め

るもの 

（４）新型コロ

ナウイルス感

染症の感染拡

大防止のため、

旅館業法上の

旅館・ホテルの

左記事業の実施に必要な補助金（消費税及び地方消

費税相当額を除く。） 

 

２分の１以内とし、予算

の範囲内で知事が定め

る。 

 

・ 補助対象経費の実支出額

から協賛金その他の収入額

を控除した額に補助率を乗

じて得た額（１万円未満の端

数が生じた場合は、これを切

り捨てた額）。ただし、補助

・県内の市町

村 



客室を待機宿

泊場所（受入責

任者の管理の

下で活動を行

う入国者が待

機のために宿

泊する場所を

いう。）の用に

供するときの

宿泊料軽減の

ために要する

経費に対し市

町村が補助す

る事業（令和４

年３月１日以

後の待機宿泊

を対象とする） 

対象経費欄に規定する補助

金の額が、軽減前の宿泊料の

３分の２を超える額である

場合は、当該宿泊料の３分の

１以内の額 

（５）義務教育

年齢を超えた

外国籍の子ど

もの就学支援

事業（①、②）

に要する経費

に対し、市町村

が補助する事

業 

 左記事業の実施に必要な諸謝金、報酬、旅費、消耗

品費、印刷製本費、使用料及び賃借料、会議費、保険

料、役務費、事業の全部又は一部を委託する際に必要

な委託費（上記に該当する経費に限る。） 

 各費目の取扱いは、別に定める。 

 備品に類する物品の購入に係る経費は、対象外とす

る。 

 会議費としての飲食に係る経費は、会議開催のため

に最小限必要なもののみ対象とする。交流会、懇親会

３分の２以内とし、予算

の範囲内で知事が定め

る。 

 

・ 補助対象経費の実支出額

から授業料、他の市町村か

らの負担金その他の収入

額を控除した額に補助率

を乗じて得た額（1,000円

未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てた額） 

 

・県内の市町

村 



①  外国籍の

子どもの就学

及び進学の支

援（日本語指

導、教科指導、

受験準備など）

等を行う事業 

 

②  外国籍の

子どもの進路

に関する相談、

指導等を行う

事業 

 

※  原則とし

て、義務教育の

就学年齢を超

えた外国籍の

子どもを対象

に行う事業と

する。また、①

の事業として、

就学及び進学

の支援教室を

実施する場合

は、原則とし

て、５人以上の

などにおける飲食に係る経費は、対象外とする。 

 

補助金の算定方法は次によ

り算出するものとする。た

だし、算定されたそれぞれ

の額に 1,000 円未満の端

数が生じた場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

 



在籍がある教

室を対象とす

る。 

（６）地域日本

語教室運営事

業（新たに開設

するものに限

る。ただし、令

和３年度及び

４年度に県と

連携したモデ

ル日本語教室

を基礎とする

ものは、対象と

する。） 

 左記事業の実施に必要な報償費、旅費、消耗品費、

使用料及び賃借料、会議費、保険料、役務費、通信運

搬費、事業の全部又は一部を委託する際に必要な委託

費（上記に該当する経費に限る。） 

 各費目の取扱いは、別に定める。 

 次の経費は、対象外とする。 

・ 備品に類する物品の購入に係る経費 

・ 飲食に係る経費（講師等のための飲料水を除く。） 

２分の１以内とし、予算

の範囲内で知事が定め

る。 

・ 補助対象経費の実支出額

から参加費その他の収入

額を控除した額に補助率

を乗じて得た額（1,000円

未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てた額） 

・ 補助限度額は、２０万円

とする。 

・ 補助金の交付の下限額

は、1事業当たり５万円と

する。 

・県内の市町

村 

（７）地域日本

語教室運営事

業（新たに開設

するものに限

る。ただし、令

和２年度から

４年度に県と

連携したモデ

ル日本語教室

を基礎とした

 左記事業の実施に必要な報償費、旅費、消耗品費、

使用料及び賃借料、会議費、保険料、役務費、通信運

搬費 

各費目の取扱いは、別に定める。 

 

※次の経費は、対象外とする。 

 ・備品に類する物品の購入に係る経費 

 ・飲食に係る経費（講師等のための飲料水を除く。） 

２分の１以内とし、予算

の範囲内で知事が定め

る。 

・ 補助対象経費の実支出額

から参加費その他の収入

額を控除した額に補助率

を乗じて得た額（1,000円

未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てた額） 

・ 補助限度額は、２０万円

とする。 

・ 補助金の交付の下限額

は、1事業当たり５万円と

・県内に事業

所を有する

企業で、外

国人労働者

を雇用する

もの 



ものは、対象と

する。） 

する。 

（８）日本語教

育から就労・定

着支援までの

一体的体制構

築モデル事業 

 左記事業の実施に必要な講師、ボランティア等の交

通費及び謝金、使用料及び賃借料、消耗品費、役務費、

通信運搬費、会議費、保険料、事業の一部を委託する

際に必要な委託費（上記に該当する経費に限る。日本

語教育事業に係る委託は不可。就労・定着支援に係る

事業の全部又は一部の委託は可。） 

 各費目の取扱いは、別に定める。 

 次の経費は、対象外とする。 

・ 備品に類する物品の購入に係る経費 

・ 飲食に係る経費（講師等のための飲料水を除く。） 

２分の１以内とし、予算

の範囲内で知事が定め

る。 

・ 補助対象経費の実支出額

から参加費その他の収入

額を控除した額に補助率

を乗じて得た額（千円未満

の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てた額） 

 

・県内の外国

人学校、日

本語学校、

専修学校等

を運営する

団体又は個

人 

 



別表２（第４条、第５条、第１０条関係） 

岐阜県多文化共生推進補助金提出書類 

事業種別 要望 交付申請 実績報告 

ハード事業 
（別表１第１号） 

・別記第２号様式 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第１号様式 
・別記第２号様式 
・附表に掲げる書類 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第７号様式 
・別記第８号様式 

ソフト事業 
（別表１第２号） 

・別記第２号様式 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第１号様式 
・別記第２号様式 
・事業計画等の説明書 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第７号様式 
・別記第８号様式 

新型コロナウイルス感染予防対策に要
する経費に対し補助する事業 
（別表１第３号） 

- ・別記第１号様式 
・別記第２号様式 
・事業計画等の説明書 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第７号様式 
・別記第８号様式 

宿泊料軽減のために要する経費に対し
補助する事業 
（別表１第４号） 

- ・別記第１号様式 
・別記第２号様式 
・事業計画等の説明書 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第７号様式 
・別記第８号様式 
 

義務教育年齢を超えた外国籍の子ども
の就学支援に要する経費に対し補助す
る事業 
（別表１第５号） 

・別記第２号様式の２ 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第１号様式 
・別記第２号様式の２ 
・事業計画等の説明書 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第７号様式 
・別記第８号様式の２ 
 

地域日本語教室運営事業（市町村） 
（別表１第６号） 

・別記第２号様式の３ 
・その他知事が必要と認める資料 
 

・別記第１号様式 
・別記第２号様式の３ 
・事業計画等の説明書 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第７号様式 
・別記第８号様式の３ 
 

地域日本語教室運営事業（企業） 
（別表１第７号） 

・別記第２号様式の３ 
・県内に事業所を有することが分か 

るパンフレット等 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第１号様式 
・別記第２号様式の３ 
・事業計画等の説明書 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第７号様式 
・別記第８号様式の３ 
 

日本語教育から就労・定着支援までの
一体的体制構築モデル事業 
（別表１第８号） 

・別記第２号様式の４ 
・県内に事業所を有することが分か 

るパンフレット等 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第１号様式 
・別記第２号様式の４ 
・事業計画等の説明書 
・その他知事が必要と認める資料 

・別記第７号様式 
・別記第８号様式の４ 
 
 



附表 

事業種別 書類 

ハード事業 

（別表１第１号） 

工事を伴う事業 工種別設計書 

平面図 

構造図 

施行箇所を明示した位置図 

工事を伴わない事業 物品の型式等の説明書 

配置場所を明示した位置図 

建設事業以外の事業 事業計画等の説明書 

 

 

 



別表３（第１６条関係）  

 

補助対象事業の標準的な表示方法等 

 

表示対象 表示方法・場所 表示内容 

施設等 

 

銘板 

 この○○は、岐阜県からの

補助金を受けて整備したもの

です。 

 

補助事業者名 

備品等 

ラベル 

チラシ、パンフレット、広報

誌等 

 

この○○は、岐阜県からの

補助金を受けています。 

 

補助事業者名 

 

表 示 

表 示 

表 示 


